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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

これまでの経緯と本計画の位置づけ



建設リサイクル推進施策の実施経緯

昭和４５年 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の制定

平成 ３年 資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）の制定

平成 ３年 リサイクル原則化ルールの策定

平成 ５年 建設副産物適正処理推進要綱の策定

平成 ９年 建設リサイクル推進計画９７の策定 【１回目】

平成１０年 建設リサイクルガイドラインの策定

平成１２年 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）の制定

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）の制定

循環型社会形成推進基本法の制定

平成１４年 建設リサイクル推進計画２００２の策定 【２回目】

建設副産物適正処理推進要綱の改正

建設リサイクルガイドラインの改正

リサイクル原則化ルールの改正

平成１５年 建設発生土等の有効活用に関する行動計画の策定

平成１８年 建設汚泥の再生利用に関するガイドライン等の策定

平成２０年 建設リサイクル推進計画２００８の策定 【３回目】

平成２２年 建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル（暫定版）の策定

平成２４年 廃石膏ボード現場分別解体マニュアルの策定

平成２６年 建設リサイクル推進計画２０１４の策定 【４回目】

建設業法の改正（解体工事業の新設）に伴う建設リサイクル法の改正

令和 ２年 建設リサイクル推進計画２０２０～「質」を重視するリサイクルへ～の策定 【５回目】

廃掃法が公布され
５０年が経過
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○建設工事に利用する岩石＋砂利、石灰石は、ほぼ国内資源で賄っているものの、
日本は天然資源が極めて少ない

〇持続可能な発展を続けていくため、３Ｒ(発生抑制(Reduce)、再使用(Reuse)、再生
利用(Recycle))の取組を充実させ、廃棄物などの循環資源が有効に利用・適正処
分される「循環型社会」の構築が必要

国内の天然資源について

出展：「リサイクルデータブック２０１９」(（一財）産業環境管理協会）

３７％

４８％

国内資源

１４％

輸入資源

石油、石炭、天然ガス・石油ガスのほぼ全てを海外に依存。
国内資源のうち８６％は、岩石＋砂利、石灰石で、そのほとんど

は建設工事に利用
８６％

＜国内の資源利用量の推移＞
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一般廃棄物と産業廃棄物の排出状況

出典：環境省調べ 産業廃棄物排出量：https://www.env.go.jp/recycle/waste/sangyo.html
一般廃棄物排出量：http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/index.html

5000万トンを下回る

○一般廃棄物は2000年度以降は減少傾向が続き、2008年度には5,000万トンを下回っ
た。以降、微減あるいは横ばいの傾向が続き、2017年度時点で約4,300万トン。

○産業廃棄物は1990年度以降はほぼ横ばいとなっているが、その総量は４億トン前
後と一般廃棄物の10倍程度。

0

4



日本の総人口とGDPの推移

※経済成長率：2018年度まで、経済財政白書（H30）より
2019年度以降、中長期の経済財政に関する試算『成長実現ケース』（内閣府、R01.1.27）

※将来人口 ：日本の将来推計人口（平成29年推計（出生中位・死亡中位推計）、国立社会保障・人口問題研究所）

2.0

○日本の総人口は、2015～2030年度に798万人減少していくことが推計されている。
⇒一般廃棄物の減少傾向は今後も継続の見込み。

○実質ＧＤＰ成長率の中長期的な予測は２％前後の推移となっている。
⇒急激に産業廃棄物が増加する可能性は低い。
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建設廃棄物の搬出状況

出典：平成30年度建設副産物実態調査（国土交通省）

○建設廃棄物の搬出量
1995年：約9,900万トン → 2005年：約7,700万トン → 2018年：約7,400万トン
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先進諸国のリサイクル率

○建設廃棄物のリサイクル率：約60%（1990年代）→ 約97%（2018年度）
○先進諸国のリサイクル率 と比較しても遜色のないレベル。
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注 : データ年次 EU2012年 マレーシア2013年 ベトナム2011年 日本2018年度
出展 : EU ; EU加盟国の建設廃棄物に関する現状調査
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm
マレーシア、ベトナム； NGUYEN Hoang Giang “ベトナムにおける建設廃棄物管理の現状
と新規規制”2019 建設リサイクル国際シンポジウム東京、日本、2019年4月15日
日本; H３０年度建設副産物実態調査（国土交通省）

他国との比較のため、発生量とリサイクル率から建設汚泥を除外

58.2 

84.8 

92.2 
93.7 96.0 97.2 

0

20

40

60

80

100

1995 2000 2005 2008 2014 2018

リ
サ
イ
ク
ル
率
%

年度

出典：建設副産物実態調査（国土交通省）

建設廃棄物発生量とリサイクル率日本の建設廃棄物のリサイクル率

7



建設発生土の利用率

○利用土砂の建設発生土利用率：
約61%（2000年度）→ 約83% (2002年度）→ 約89%(2018年度)

⇒現場での建設発生土の利用が進んできている。

出典：平成30年度建設副産物実態調査（国土交通省） 8



建設副産物のリサイクル状況

○建設リサイクル推進計画の策定等により目標値を掲げ、関係する業界と一体とな
り着実に実施。

○建設混合廃棄物はリサイクル率が90％を下回っている唯一の品目。

出典：平成30年度建設副産物実態調査（国土交通省） 9



不法投棄の割合

○不法投棄件数の約８割が建設廃棄物となっている。

出展：環境省 産業廃棄物の不法投棄等の状況（平成30年度）について

■平成30年度 不法投棄件数

建設系廃棄物
計１２４件（80.0%）
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建設発生土に関連する不適切処理

残土船入港箇所
尾鷲港

残土船入港箇所
長島港

三重県

○搬入場所：三重県北牟婁郡紀北町（６ヶ所ほど）
○搬出場所：関東方面の工事
○搬入時期：平成24年度から搬入開始(１万t以上/月)
○崩落被害：崩落被害の報告なし
○概要
・長島港や尾鷲港に荷揚げされた土砂を紀北町に搬入
・港湾施設に荷揚げされた土砂は港湾施設の使用許可 済
※許可にあたっては特記事項として発生元情報、土壌等成分分析表などの提出を求めている。
・土壌環境基準への適合を確認（尾鷲建設事務所）

※三重県議会(H30.1.16）、広報きほく（H29.12）より

きたむろ きほくちょう
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フォローアップ、計画の見直しについて

○次期計画策定後、２～３年ごとに、中間フォローアップを実施。
○フォローアップの仕方については、高いリサイクル率を維持している品目とそれ
以外の品目などで特定の課題を選別し、強弱を付ける。

次期計画策定を計画策定から概ね１０年目と想定するものの、目標年度を計画策定から５年目と
し、中間レビューを６年目に行い、計画見直しの要否及び目標の再設定の判断をすることとする
。

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和１０ 令和１１以降

計画期間：次期計画策定まで（最大概ね１０年程度を想定） 次期計画期間

（施策実施状況の中間レビュー） 中間レビュー計画策定

必要に応じて新計画策定

目標年度 中間レビュー

建設副産物調査・とりまとめ

計画見直しの要否及び目標の再設定の判断イメージ

○数値目標の再設定の要否の判断
以下の観点より判断
・９５％以上の項目：そのまま目標を継続
・９５％未満の目標達成項目

：より高い目標に見直し
・目標非達成項目 ：そのまま目標を継続

○計画見直しの要否の判断
以下の観点より判断
・社会情勢の大きな変化（新たな指標設定の必要）
・数値目標の達成状況
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

中長期的に目指すべき方向性



建設産業における産業廃棄物の排出量、最終処分量

最終処分量

出典：「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況（平成29年度実績）」(環境省）
平成30年度建設副産物実態調査（国土交通省）をもとに作成

排出量
（平成29年度、環境省調査）

計970万トン計38,354万トン
2.5%

※その他の産業廃棄物最終処分量（H29環境省調査データ）
※建設廃棄物最終処分量（H30実態調査データ）

○産業廃棄物全体で見れば、建設産業は排出量、最終処分量ともに産業廃棄物全体
の約２割を占める。

電気・ガス・熱
供給・水道業
10,200万ｔ 27％

農業、林業
7,832万ｔ 20％

ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙・紙加工品製造業
3,362万ｔ 9％

鉄鋼業
2,717万ｔ 7％

その他の業種
6,372万ｔ 17％

建設業
7,871万ｔ 20％

約２割

その他の産業廃棄物
758万ｔ 78％

建設廃棄物
212万ｔ 22％

約２割
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循環型社会に向けた取組の加速化

資源生産性（GDP/天然資源等投入量）

入口側の循環利用率（循環利用量/天然資源等投入量＋循環利用量） 出口側の循環利用率（循環利用量/廃棄物等発生量）

最終処分量

目標指標

出展：環境省ＨＰ 循環型社会形成推進基本計画 https://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku.html

国
の
取
組

素材別の取組等

【プラスチック】
・プラスチック資源循環戦略」の
策定、施策の推進

【バイオマス】
・食品ロス削減の国民運動
・食品廃棄物等の不適正処理
対策と食品リサイクルの取組

【金属】
・「都市鉱山からつくる！みんな
のメダルプロジェクト」の機運を生
かし、小型家電の回収・再資源
化を促進

【土石・建設材料】
・建築物の強靱化、長寿命化
による建設廃棄物の発生抑制

【その他の製品等】
・必要に応じ、太陽光発電設備
の義務的リサイクル制度の活用
を検討
・おむつリサイクルの促進

○「第四次循環型社会形成推進基本計画」において、循環型社会を形成するための「国の取
組」の一つ「ライフサイクル全体での徹底的な資源循環」の重点的に資源循環を行っていく
素材として「土石・建設材料」が位置付け。⇒循環利用率の目標指標は入口・出口両方設定
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建設後50年以上経過する社会資本の割合

（注）1 道路橋約73万橋のうち、建設年度不明橋梁の約23万橋については、割合の算出にあたり除いている。（2017年度集計）
2 トンネル約1万1千本のうち、建設年度不明トンネルの約400本については、割合の算出にあたり除いている。（2017年度集計）
3 国管理の施設のみ。建設年度が不明な約1,000施設を含む。（50年以内に整備された施設については概ね記録が存在していることから、建設年

度が不明な施設は約50年以上経過した施設として整理している。）（2017年度集計）
4 建設年度が不明な約2万kmを含む。（30年以内に布設された管きょについては概ね記録が存在していることから、建設年度が不明な施設は

約30年以上経過した施設として整理し、記録が確認できる経過年数毎の整備延長割合により不明な施設の整備延長を按分し計上している）
（2017年度集計）

5 建設年度不明岸壁の約100施設については、割合の算出にあたり除いている。（2017年度集計） 資料）国土交通省（国土交通白書より）

社会資本の維持管理・更新時代の到来

○高度経済成長期に整備された社会資本の老朽化。
○今後の維持管理・更新費：

2018年比で、10年後には1.2倍、30年後には1.3倍に増大。

単位：兆円

最大値は7.1兆円(26年後(2044年度)時点) 倍率1.4倍

2018年度※１ 5年後 10年後 20年後 30年後 30年間 合計

（2023年度) （2028年度) （2038年度) （2048年度) (2019～2048年度)

12分野合計※２ [1.2] [1.2] [1.3] [1.3]
5.2 5.5 ～ 6.0 5.8 ～ 6.4 6.0 ～ 6.6 5.9 ～ 6.5 176.5 ～ 194.6

※１ 2018.年度の値は、実績値ではなく、今回実施した推計と同様の条件のもとに算出した推計値 凡例：[ ］の値は2018年度に対する倍率

※２ 12分野は、道路、河川等（河川、ダム、砂防、海岸）、下水道、港湾、空港、航空標識、公園、公営住宅、官庁施設、観測施設

出典：2018.11.30経済財政諮問会議 第16回国と地方のシステム・ワーキンググループ参考資料

▼国土交通省所管分野における維持管理・更新費の推計結果（平成３０年度）
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建設リサイクル分野に影響する災害

備考）直線は期間にわたる変化傾向を示す。
資料）国土交通白書より（気象庁ホームページ）

■岡山県倉敷市真備町の浸水及び排水状況

■各地で土砂災害が発生

資料）平成３０年７月豪雨における被害等の概要（国土交通省）

○近年、多発する地震に加え、台風や局地的な豪雨等、災害が激甚化。
〇災害発生時には、災害廃棄物とともに多くの廃棄物が排出され、建設リサイクル

分野にも影響
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出展：国土交通省生産性革命プロジェクト http://www.mlit.go.jp/common/001122232.pdf

生産性向上に向けた取組

○国土交通省では、平成28年を「生産性革命元年」と位置付け、「国土交通省生産
性革命本部」を設置し、生産性革命プロジェクトをスタート。

我が国は人口減少時代を迎えているが、これまで成長を支えてきた労働者が減少しても、 ト
ラックの積載率が４１％へ低下する状況や道路移動時間の約４割が渋滞損失である状況 の改善
など、労働者の減少を上回る生産性を向上させることで、経済成長の実現が可能。
そのため、平成２８年を「生産性革命元年」とし、省を挙げて生産性革命に取り組む。

ねらい

経済成長 ← 生産性 ＋ 労働者等

３つの切り口

「産業別」の生産性を
高めるプロジェクト

「社会ベース」の生産性を
高めるプロジェクト

「未来型」投資・新技術で
生産性を 高めるプロジェクト

労働者の減少を上回る生産性の向上が必要
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生産性向上に向けた取組（i-Construction）

○建設業は、社会資本の整備の担い手であると同時に、社会の安全・安心の確保を
担う我が国の国土保全上必要不可欠な「地域の守り手」。

○人口減少や高齢化が進む中にあっても、これらの役割を果たすため建設業の賃金
水準の向上や休日の拡大等による働き方改革とともに生産性向上が必要。

○国土交通省では、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの全て
の建設生産プロセスでICT等を活用する「i-Construction」を推進し、建設現場の
生産性を、２０２５年度までに２割向上を目指す。
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ＩＣＴ等を活用した取組

○建設発生土等建設副産物物流の効率的なモニタリングの実施にはＩＣＴ技術等は
有効な手段。

出展：日本電気システム建設㈱
https://www.nesic.co.jp/news/20050105.html

産業廃棄物のトレーサビリティシステムの例
「産業廃棄物情報管理システム （Routeviシステム）」

建設発生土のトレーサビリティシステムの例
「SS-TRACE SYSTEM」

出展：（一財）先端建設技術センター

ICカード

搬出工事

タッチ

搬入工事

タッチ

タッチ タッチ

ストックヤード
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

建設リサイクル全般の動向
～品目別の課題の解消、官民協力が課題～



これまでの施策経緯

（１）平成１２年以前（循環型社会形成推進基本法、建設リサイクル法制定前）
○建設副産物のうち排出量・最終処分量で大きな割合を占めていたアスファルト・コンクリート塊、コン

クリート塊、建設発生土を重点対象品目とし、リサイクル原則化ルール等の施策を推進
○建設廃棄物全体の再資源化等率は平成１２年度には８５％と平成７年度の５８％より大幅に向上

（２）平成１２年～平成２０年以前（循環型社会形成推進基本法、建設リサイクル法制定後～建設リサイク
ル推進計画２００８策定前）

○建設リサイクル法によりコンクリート、木材、アスファルト・コンクリートを対象とする特定建設資材廃
棄物の分別解体、再資源化を義務づけ

○建設廃棄物全体の再資源化等率は平成１７年度は９２％、平成２０年度は９４％と平成１２年度より
さらに向上

（３）平成２０年～平成２６年（建設リサイクル推進計画２００８策定後～推進計画２０１４策定前）
○「建設リサイクル推進計画２００８」を策定し、「①関係者の意識の向上と連携強化」、「②持続可能な

社会を実現するための他の環境政策との統合的展開」、「③民間主体の創造的取り組みを軸とした
建設リサイクル市場の育成と技術開発の推進」を柱とした各種施策を展開

○建設廃棄物全体の再資源化等率は平成２４年度は９６％と平成２０年度よりさらに向上

（４）平成２６年～平成３０年（建設リサイクル推進計画２０１４策定後～現在）
○「建設リサイクル推進計画２０１４」を策定し、「①将来的な建設廃棄物の発生量の増加への対応」、

「②地域ごとに異なる建設リサイクルに係る課題」、「③循環型社会の形成に向けた建設リサイクル
分野としての貢献」の３つを主要課題として、重点施策７項目１６施策および引き続き取り組むべき
施策１０項目３７施策について取組を実施。

〇建設廃棄物全体の再資源化等率は、平成３０年度は９７．２％と平成２４年度からさらに向上
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中長期的に目指すべき方向性

（１）対応すべき主要課題

①建設副産物の高い再資源化率の維持等、循環型社会形成へのさらなる貢献
・建設廃棄物全体の再資源化・縮減率は97％となっており、高い再資源化率を維持して
いる一方、搬出量については、前回調査と比較すると若干増加傾向にあることから、引
き続き、今後も高い再資源化率を維持するための取組が必要。

・建設リサイクルの分野においても従来の廃棄側の目標指標だけではなく、リサイクルの
「質」の向上の視点を踏まえ、リサイクルされた材料の利用方法に目を向けることが必
要。

②社会資本の維持管理・更新時代到来等への配慮
・高度経済成長期に整備された社会資本が老朽化し、本格的な維持管理・更新の時代に
突入し、維持管理・更新費で見れば、2018年比で10年後には1.2倍、30年度には1.3倍と
増大する など、中長期的に建設業における建設副産物の発生動向も変化していくこと
が想定されることから、中長期的な観点を持ちつつ、施策を実施する必要がある。

③建設リサイクル分野における生産性向上の必要性
・建設発生土等の建設副産物物流の効率的なモニタリングの実施にもICT技術等は有効
な手段であり、今後、建設リサイクルの分野において、積極的にICT等を活用した取組を
進めていく必要がある。

23



中長期的に目指すべき方向性

○建設廃棄物の再資源化率は、建設リサイクル法制定（H12）以降、大幅に向上。
○より高い目標値の設定が必要な品目は、建設廃棄物における「建設汚泥」、
「建設混合廃棄物」、と「建設発生土」の３品目。

自治体数

自治体数

平成30年度建設副産物実態調査データより作成 24
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排出量（建設廃棄物合計：千トン）

0.5%

0.7%

5.4%

36.8%

3.8%

28.1%

2.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

アスファルト・
コンクリート塊

コンクリート塊

建設汚泥

建設混合廃棄物

建設発生木材

廃プラスチック
（廃塩ビ管除く）

建設廃棄物合計

中長期的に目指すべき方向性

○建設廃棄物全体の再資源化率は、おおむね高い値を示している。
○品目別に見ると、建設混合廃棄物・廃プラスチックは、最終処分される割合も依
然として高い。

建設廃棄物（品目毎）の最終処分率都道府県別の再資源化率と排出量の分布

平成30年度建設副産物実態調査データより作成 25



中長期的に目指すべき方向性

○公共土木工事の排出比率が大幅に高いのは、アスファルト・コンクリート塊、建設
発生木材（伐木材・除根材等）、建設発生土。

○それ以外の品目は、民間土木・建築工事の排出比率が高い。

建設副産物（品目別）の排出工事比率

公共

公共

公共

民間
公共≒民間

公共≒民間

民間
民間

民間
民間
民間

平成30年度建設副産物実態調査データより作成 26



建設混合廃棄物の最終処分量削減（その１）

＜課題＞
〇建設混合廃棄物の最終処分率36.8%
と品目別にみると最も高い。

〇産業廃棄物最終処分場の残余容量は横ば
いであり、最終処分量の減少により残余
年数は伸びつつあるが、首都圏では引き
続きひっ迫状況であり、最終処分量の削
減が必要。

○現場から、最終処分場へ直送されている
。

○再資源化施設から最終処分場に搬出され
ている。

課題

■建設混合廃棄物のリサイクルフロー

36.8％

出典：平成30年度建設副産物実態調査（国土交通省）

資料）環境省「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況（平成28年度実績）」(H31..4.15公表)
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建設混合廃棄物の最終処分量削減（その２）

平成30年度建設副産物実態調査データより作成

＜施策メニュー＞
○再資源化率等の高い優良施設への

搬出促進
○再資源化施設への搬出徹底
〇現場分別マニュアルによる現場分別手

法等の情報提供

＜最終処分場直送率が高い要因＞
○近隣に建設混合廃棄物を受け入る再資

源化施設（選別施設）が立地していな
い。

〇運搬費を含めたコストが再資源化より
最終処分の方が安価。

＜再資源化施設からの処分率が高い
要因＞
○受け入れた廃棄物を再資源化せずに、

最終処分している再資源化施設も存在
するなど、再資源化施設により再資源
化率が大幅に異なる

28



(参考）「現場分別マニュアル」等の取組の効果

○地域別の公共土木工事の建設混合廃棄物排出率の経年変化をみると、「現場分部マ
ニュアル」策定等の取組を実施している北陸、中部、近畿、中国地方においては、
排出率が減少（現場分別が徹底）しており、取組の効果が認められる。

出展：平成成30年度建設副産物実態調査データより作成 29



目標未達成品目の向上に向けた取り組み【建設発生土】

出典：平成30年度建設副産物実態調査（国土交通省）

■建設発生土のリサイクルフロー

課題

＜課題＞
〇残土処分場に持ち込まれた土や工事での使用が

未定の土等が含まれた内陸受入地へ搬出されて
いる土が、場外搬出量の４割以上存在している。

＜要因＞
(1)適正な受入地等への搬出を徹底する仕組みが不

足。
(2)廃棄物とは違い、建設発生土のトレーサビリ

ティを確保する仕組みが不足。

＜施策メニュー＞
○不適切な処理等に関する情報共有
○指定処分の拡大
○建設発生土のトレーサビリティシステム等の活

用
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（参考）建設発生土の場外搬出量と経済指標等の比較

・建設発生土搬出量：平成30年度実績（平成30年度建設副産物実態調査）
・面積：平成30年10月1日時点の現況値（都道府県市町村別面積調）
・人口：平成30年10月1日時点の現況値（人口推計）
・建設工事完工高：平成30年度における実績値（建設工事施工統計調査報告）

○建設発生土の場外搬出量（地域別シェア）と他の経済指標（人口、面積など）を比
較すると、次の通りとなる。

○我が国の面積の10％未満の地域（三大都市圏）から、2割程度の建設発生土の搬出
がある。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設発生土搬出量

建設工事完工高

人口

面積

東京都 首都圏（埼玉、千葉、神奈川）
大阪府 近畿圏（京都、兵庫）
愛知県 その他の地域

31



（参考）建設発生土の指定処分の状況等

平成30年度建設副産物実態調査データより推計

○建設発生土の指定処分の状況は、公共工事の約86%に対して、民間工事は約48%。
○建設発生土の行き先を契約事項として発注者が確認している指定処分とは違い、建
設発生土の行き先が受注者任せになる自由処分も多数存在。

公共・民間別建設発生土の指定処分の状況（率）発注者別建設発生土の指定処分の状況（量）

85.9%

47.5%

83.6%

14.1%

52.5%

16.4%

0% 50% 100%

公共

民間

合計

指定処分率

〔○○%〕：指定処分率

対象は土木工事のみ
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出典：平成30年度建設副産物実態調査（国土交通省）

＜課題①＞
○アスファルトは、ほぼ全量海外輸入に依存して

いる原油から製造される高付加価値な石油製品。

○高価格なアスファルトが骨材に付着した付加価
値が高いアスファルト塊の一部が路盤材として再
利用されている。

＜As塊が路盤材として利用されている要因＞

○Ａｓ塊排出量の８割以上を占める公共工事で
は、Ａｓ塊は「リサイクル原則化ルール」により
再資源化施設への搬出を義務付けているが、再生
Ａｓ合材製造施設への搬出は義務付けられていな
い。

＜施策メニュー＞
○ As塊は再生As合材製造施設への搬出を義務付け

るなど、「リサイクル原則化ルール」の改正の検
討。

■アスファルト(As)塊、コンクリート(Co)塊
リサイクルフロー

アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊の再利用促進（その１）

課題①
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（参考）Ａｓ塊の有効利用の流れと課題

出展：「アスファルト・コンクリート塊の持続的なリサイクル」（土木技術資料 53-4,2011,(一財）土木研究センター)

○Ａｓ塊の有効利用に関する課題に関して、土木研究所と(社)日本アスファルト合材
協会と共同で再生骨材の有効活用方法の開発を目的として研究を行い、平成22年11
月に「舗装再生便覧」を改訂（平成22年度版）。

〇さらに、両者は、再生Ａｓ混合物の製造割合の上昇、再生骨材配合率の上昇を踏ま
えて、「再生可能な技術」から「”繰り返し“再生可能な技術」の確立を目指し、
H28からR2年度の5か年間の研究が実施されている。

（アスファルト混合物の持続的循環を目指した再生利用に関する共同研究）
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（参考）再生アスファルト混合物、路盤材製造の流れ

資料：「永続的な舗装リサイクル技術の確立を目指して」（2019.10.16土木研究所講演会資料）に追記

再生路盤材料
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（参考）アスファルト合材使用材料数量推移

出展：「2018年度アスファルト合材の現況」（「アスファルト合材」NO132,2019.10、（一社）アスファルト合材協会）を用いて作成

2018年度/2004年度 0.69 1.09 0.58 1.51 0.18 0.51 0.57 0.69

○2018年度のＡｓ合材製造量は、2004年度と比較して約３割減少。
○Ａｓ合材のトンあたり使用材料構成率では、新材Ａｓは減少している一方で、再生
Ａｓ骨材は約１．６倍に増加

アスファルト合材使用材料数量

３割減 ４割減

１割増 約1.6 倍

２割減
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（参考）「自治体におけるAs塊の再生As合材施設への搬出義務付け」内容

Ａ
自
治
体

（１）指定副産物の工事現場からの搬出
１）コンクリート塊の工事現場からの搬出

建設工事に伴い発生したコンクリート塊を廃棄物として工事現場から搬出する場合は、原則として、コンクリート塊を規格品の
再生クラッシャーラン（ＲＣ－４０）として再資源化している施設へ搬出する。

２）アスファルト・コンクリート塊の工事現場からの搬出
建設工事に伴い発生したアスファルト・コンクリート塊を廃棄物として工事現場から搬出する場合は、原則として、アスファル

ト・コンクリート塊を、再生加熱アスファルト混合物の原材料として再利用している再資源化施設（アスファルトプラントがなくても、
そのアスファルト塊が、最終的に再生加熱アスファルト混合物として利用されることが確認できる施設でも可）へ搬出する。

「山形県公共工事リサイクル原則化ルール（H18.10）」

Ｂ
自
治
体

【５】 アスファルト・コンクリート塊の再利用について
建設工事等において発生する建設副産物の処理については、「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」において、

再資源化施設へ搬出することとなっております。
アスファルト・コンクリート塊は再資源化施設において、破砕・分級（ふるい分け）されたのち、約８０％が再生加熱アスファルト混

合物の原料としてリサイクルされてるが、残り２０％は再生砕石等としてリサイクルされている現状があります。
しかしながら、リサイクルの質を向上させるためには、アスファルト・コンクリート塊は、再生加熱アスファルト混合物の原材料等

の利用価値が高い用途での再利用を行うことが重要であります。このことから、再生加熱アスファルト・コンクリート塊が、再生加熱
アスファルト混合物製造プラントへ可能な限り流通し、資源価値に応じた用途で繰り返しリサイクルできるよう努めてください。

「土木工事共通仕様書」(H29.10)

Ｃ
自
治
体

第５条 建設副産物処理は、次の各号による。
（２） コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊
ア 建設工事に伴い発生したコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、現場内流用を優先するが、現場条件や経済性等を考慮

し、やむを得ず廃棄物として工事現場から搬出する場合は、産業廃棄物処分業の許可を持つ中間処理施設（再資源化施設）へ搬
出するものとする。（p.14 処理フロー参照）

イ 産業廃棄物処理業者に委託して処理（収集運搬、中間処理及び最終処分）する場合、元請業者は書面による委託契約書を締結
することとし、必ず産業廃棄物管理票（マニフェスト）を使用するとともに、必要に応じて写真や現地立会等により確認するものとす
る。

ウ アスファルト・コンクリート塊については、産業廃棄物処分業の許可（中間処理、がれき類）を持つ施設のうち再生加熱アスファルト
混合物の生産施設若しくは生産施設へ販売を行っている施設とする。（p.16 搬出フロー参照）ただし、同施設の受入ができない場
合は、発注者と受注者で協議して決定するものとする。 「建設副産物の取扱い方針」(H23.4)

Ｄ
自
治
体

第６章 建設副産物について
６－１ 建設工事から発生する産業廃棄物の処理料の設計計上要領
４．処分方法
（２）アスファルトコンクリート破片

中間処理施設のうち、アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定された製品を製造する混合所が併設された施設
への搬入を原則とし、設計図書に条件明示すること。

「積算運用の手引き(H25.10)」 内部資料
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○全国の政令市（20）において、Ａｓ塊の再生Ａｓ合材系施設への搬出義務付けを実
施している政令市では、再生Ａｓ合材系施設への搬出率は95.6％（99.1％）※、一
方で義務づけしていない自治体では、77.5％（83.1％）※と、義務付の効果が認め
られる。

（参考）「自治体におけるAs塊の再生As合材施設への搬出義務付け」効果

平成30年度建設副産物実態調査データより作成

政令市発注土木工事のＡｓ塊搬出先比率

95.6 

77.5 

4.4 

22.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

義務付け市

義務付けしていない市

再生AS合材系施設 再生路盤材施設

99.1 

83.1 

0.9 

16.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

義務付け市

義務付けしていない市

再生AS合材系施設 再生路盤材施設

（工事件数ベース） （搬出量ベース）

※工事件数ベース（搬出量ベース）
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【近畿地区における取組事例】

〇各府県産廃協会が会員企業へ調査し、各府県産廃協会
ホームページに掲載

〇ＲＣ－４０等のストック状況が把握できる項目を調査
⇒月初再生品在庫量、月間再生品出荷量、月末再生品
在庫量、廃棄物受入量

〇調査開始当初（H27年度）より62事業所の協力がある
が、現状は情報提供施設数、更新頻度などにばらつき
が存在

（公社）大阪府産業資源循環協会ホームページ
（http://www.o-sanpai.or.jp/saiseisaiseki.html）

＜課題②＞
○主要建設資材需給・価格動向調査によっ

て、再生クラッシャランの在庫状況等が公
表されているが、都道府県別・月別のデー
タであることから、より詳細な地域のリア
ルタイムの情報把握は困難。

〇再生クラッシャランの需給状況は地域、時
期により変動するため、再資源化施設にお
けるストック状況等の物流の把握・データ
化を図る仕組み作りの取組を実施したが、
情報が不十分。

＜要因＞
○現状、情報提供施設数や更新頻度などにば

らつきがあり、リアルタイムな情報が得ら
れていない。

＜施策メニュー＞
○再生クラッシャランの利用状況・物流等の

把握

アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊の再利用促進（その２）
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（参考）再生クラッシャラン（再生砕石）の在庫状況

出展：国土交通省「主要建設資材需給・価格動向調査結果」

○再生クラッシャランの在庫状況については、地域、時期により大きく変動。
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＜課題③＞
〇Co塊の多くは、再生クラッシャラン（再生

砕石）として道路の路盤材に利用。

〇Co塊の高い再資源化率を将来的に維持する
ため、他の利用用途での利用拡大も検討す
る必要。

＜要因＞
〇再生砕石の路盤材以外の用途での利用が進

んでいない。

＜施策メニュー＞
○再生クラッシャラン（再生骨材コンクリー

トへの利用も含む）の先進的な利用事例、
品質確保方法の収集・周知

アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊の再利用促進（その３）

0
2000

4000

平成24年度

平成30年度

2,769 

3,421 

289

202

Co塊の再利用用途（万トン）

再生クラッシャラン 再生砂
平成30年度建設副産物実態調査データより作成

道路路盤材としての使用
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（参考）砕石・再生砕石の利用用途

○砕石（新材）の出荷先は「コンクリート用57%」、「道路用33%」、「その他10%」
○建設現場における砕石利用量の77%は道路用（路盤材）。
したがって、再生砕石も路盤材としての利用が主体。

○Ｃｏ塊排出量の69%は民間土木・建築工事であることから、民間土木・建築工事か
ら発生したＣｏ塊を、道路工事でリサイクル（再利用）しているといえる。

〇砕石出荷量の57%がコンクリート用であり、Ｃｏ塊をコンクリート用骨材として再
利用すれば、路盤材需要が仮に減少したときでもそれを補うことが可能。

2,895 
1,155 

1,307 

2,535 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

再生砕石利用量 Co塊排出量

利
用
量
・
排
出
量(

万
ト
ン)

公共土木 民間土木・建築

(31%)

(69%)

(69%)

平成30年度建設副産物実態調査データより作成

4,202

出展：「砕石等動態統計調査」（経済産業省）

再生砕石利用量とCo塊排出量（平成30年度）

注）コンクリート用以外の出荷比率
道路用 ： 77%（5659/(5659+1738))
その他 ：23%（1738/(5659+1738))

(31%)

3,690
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（参考）再生骨材コンクリートＪＩＳ

○Ｃｏ塊を原材料とする再生骨材コンクリートのJIS規格は2018年5月の大幅改正によ
り、製造者の負担軽減が図られその普及拡大が期待される。

再生骨材Ｈ 再生骨材Ｍ 再生骨材Ｌ
骨材の
吸水率

粗骨材 ３．０％以下 ５．０％以下 ７．０％以下
細骨材 ３．５％以下 ７．０％以下 １３．０％以下

主な用途 特に制限なし 、一
般用途のコンク
リート

杭、基礎梁、鋼管
充填コンクリート
など

捨てコン等、高い
強度・耐久性が要
求されない用途

ＪＩＳ規格 「コンクリート用再生
骨材Ｈ」
最新規格は
ＪＩＳ Ａ ５０２１
（２０１８）
2005.３.２０制定

「再生骨材コンクリー
トＭ」
最新規格は
ＪＩＳ Ａ ５０２２
（２０１８）
2007.３.２０制定

｢再生骨材コンクリー
トＬ」
最新規格は
ＪＩＳ Ａ ５０２３
（２０１８）
2006.３.２０制定

ＪＩＳの性格 ・解体ｺﾝｸﾘｰﾄ塊に対
し、破砕、摩耗等の
高度な処理を行って
骨材としての品質を
向上させた一般用途
のコンクリートに用
いる再生骨材規格
・JIS A 5308に引用
されることを目標に
した再生骨材規格

・解体ｺﾝｸﾘｰﾄ塊に対
する、破砕、摩耗等
を比較的簡易な方法
で行って製造した再
生骨材を利用し、乾
燥収縮や凍結融解の
影響を受けにくい部
材に用いることを想
定した再生骨材コン
クリート規格
・再生骨材Ｍの品質
は付属書として規定

・解体ｺﾝｸﾘｰﾄ塊を
破砕して製造した
再生骨材を利用し、
比較的低強度に用
いることを想定し
た再生骨材コンク
リート規格
・再生骨材Ｌの品
質は付属書として
規定

JISA5021
再生骨材H

JISA5308
生コンクリート

普通骨材

JISA5022付属書A
再生骨材M

再生骨材Ｌと普通骨
材を混合したもの

普通骨材
再生骨材Ｈ

JISA5022
再生骨材

生コンクリートＭ

普通骨材
再生骨材Ｈ
再生骨材Ｍ

JISA5023付属書A
再生骨材Ｌ JISA5023

再生骨材
生コンクリートＬ

同一工場による製造及び併用認証が可能

JISA5308
生コン工場

JISA5022
再生骨材

コンクリートＭ
専用

生コン工場

再生骨材
コンクリートL

専用
生コン工場

Ｘ

Ｘ
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建設汚泥の再利用の質、イメージ向上

出典：平成30年度建設副産物実態調査（国土交通省）

■建設汚泥のリサイクルフロー ＜課題＞
〇建設汚泥は場外搬出量の８３％が再利用（再

生品化）されている。
〇建設汚泥の再生品は、盛土材としての利用が

多く、高品質な流動化処理土や再生砂等とし
ての利用は少ない。

〇また、余剰な建設発生土と競合する盛土材の
一部については、逆有償取引等不適正処理の
事案がある。

＜施策メニュー＞
○建設汚泥の先進的な利用事例、品質確保方法

の収集・周知

出展：平成30年度建設副産物実態調査データより作成

単位：万トン

＜要因＞
○受入地搬出の際、建設発生土の「処分費」を

支払う現状において、建設発生土と同等品質
の建設汚泥処理土が「有償」売却できるケー
スは限定的であることから、逆有償取引等の
不適正処理が発生しやすいものと推測。

課題
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（参考）建設汚泥の不適正処理等、建設汚泥のイメージ

建設汚泥イメージ調査（H28.10~11）結果概要

問３

問２
専門用語「建設汚泥」

意味の理解度
水分の多い泥、
土（正解）

有害物等が混入
した泥（誤答）

「建設汚泥」
に対する直感
イメージ

水分の多い泥、土
（正しいイメージ） １５ １５

有害物等が混入し
た泥
（誤ったイメージ）

１３ ７２

回答者１１５人のうち、１００人（約９割）は、イメージ又は専
門用語として、「建設汚泥」について誤った認識をもっている。
（どちらかでも拒否感があれば、使用は抑制されると思われる）

単位：回答者人数

千葉県（建設汚泥）再生土の適正利用に関する通知

＜回答者（115名）属性＞
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出典：平成30年度建設副産物実態調査（国土交通省）

建設発生木材

■建設発生木材のリサイクルフロー
＜再生利用の現状＞
〇建設発生木材は場外搬出量の８７％が

再利用（再生品化）されている。
〇建設発生木材の再生品は、ﾊﾞｲｵﾏｽ発電

の燃料用が64％を占め、残りは堆肥用
等ﾏﾃﾘｱﾙ用となっている。

＜再生利用の将来動向＞
○再生品の6割以上を占めるﾊﾞｲｵﾏｽ発電

の燃料用需要は将来的にも現状と同程
度の見込み。

〇マテリアル利用も用途が多岐にわたっ
ており、需要量が一斉に減少すること
は想定し難い。

現状

平成30年度建設副産物実態調査データより作成

建設発生木材のリサイクルに関しては、
現計画で一定の効果を発揮していること
から、新たな施策立案は実施しない。
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出典： ：｢長期エネルギー需給見通し関連資料」（H27.7 資源エネルギー庁） P45
https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/011/pdf/011_07.pdf

(参考）ﾊﾞｲｵﾏｽ発電における木くずの将来需要

○2030年度の建設資材廃棄物（建設発生木材）によるバイオマス発電導入見込み量に
基づく、建設発生木材の需要量は200～300万ﾄﾝ。

〇この需要量は、H30年度の建設発生木材の燃料用利用量とほぼ同程度。

2030年度におけるバイオマス発電の導入見込み量

2030年度３７万ｋｗの場合
稼働率75%
発電効率20～30%
とすると、
木くず需要量
２００～３００万ﾄﾝ
（「建設系廃木材需給調査報告」認
定ＮＰＯ法人全国木材資源リサイク
ル協会連合会）

H30年度建設発生木材再生
品の燃料利用量＝再資源化
量481万ﾄﾝ ｘ 燃料用用途比
率64%
＝308万ﾄﾝ
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各品目の目標設定

品目 指標 2018
目標値

2018
実績値

2024
達成基準値

アスファルト・コンクリート塊 再資源化率 99％以上 99.5％ 99％以上

コンクリート塊 再資源化率 99％以上 99.3％ 99％以上

建設発生木材 再資源化・縮減率 95％以上 96.2％ 97％以上

建設汚泥 再資源化・縮減率 90％以上 94.6％ 95％以上

建設混合廃棄物
再資源化・縮減率 60％以上 63.2％ －

排出率 3.5％以下 3.1％ 3.0％以下

品目 指標 2018
目標値

2018
実績値

2024
達成基準

建設発生土 有効利用率 80%以上 79.8％ 80％以上

○これまでの計画において建設廃棄物の再資源化率等は大幅に向上しており、より高
い目標値の設定が困難となってきていることから、本計画より、平成30年度副産物
実態調査の実績が95％を超える品目については再資源化率等の維持を目指すことを
基本とし、これまでの「目標値」にかえて「達成基準値」を設けることとする。
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各品目の目標設定（地方毎）

対 象 品 目

2018
年度

2024
年度

実績 達成基準

全国 全国 北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再資源化率 99.5% 99%
以上

99%
以上

99%
以上

99%
以上

99%
以上

99%
以上

99%
以上

99%
以上

99%
以上

99%
以上

99%
以上

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再資源化率 99.3% 99%
以上

99%
以上

99%
以上

99%
以上

99%
以上

99%
以上

99%
以上

99%
以上

99%
以上

99%
以上

99%
以上

建設発生木材 再資源化･
縮減率 96.2% 97%

以上
95%
以上

97%
以上

99%
以上

95%
以上

97%
以上

95%
以上

97%
以上

95%
以上

95%
以上

95%
以上

建設汚泥 再資源化･
縮減率 94.6% 95%

以上
85%
以上

90%
以上

95%
以上

95%
以上

95%
以上

95%
以上

90%
以上

95%
以上

90%
以上

90%
以上

建設混合廃棄物 排出率 3.1% 3.0%
以下

2.0%
以下

3.0%
以下

3.5%
以下

3.0%
以下

3.5%
以下

3.0%
以下

3.0%
以下

3.0%
以下

3.0%
以下

3.5%
以下

（参考指標）再資源化･
縮減率 63.2% － － － － － － － － － － －

建設廃棄物全体 再資源化･
縮減率 97.2% 98%

以上
96%
以上

98%
以上

98%
以上

98%
以上

98%
以上

96%
以上

96%
以上

96%
以上

96%
以上

96%
以上

建設発生土 建設発生土
有効利用率 79.8% 80%

以上
80%
以上

80%
以上

85%
以上

80%
以上

80%
以上

80%
以上

80%
以上

80%
以上

80%
以上

80%
以上

○目標値は2024年度（５年）の目標値を設定（全国一律の目標値）し、地方毎の課題
によって、個別に達成基準値を設定し、６年目に中間レビューを実施し、目標の再
設定の判断を実施することとする。
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

取り組むべき施策



再生AS合材利用率

再生砕石利用率

建設発生土利用率

１再生資材の利用拡大
○再生資材の利用状況に関する新たな指標の検討

○リサイクルの質の向上においては、その利用状況に関する新たな指標（再生資材
利用率など）について導入検討を行う。

（継続：本省）

３－１．建設副産物の高い再資源化率等の維持等
循環型社会形成へのさらなる貢献
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○建設発生土の更なる有効利用を図るため、官民一体となった発生土の相互有効利
用のマッチングを強化するためのシステム（建設発生土の官民有効利用マッチング
システム）への、民間も含めた受発注者の参画を働きかける。

「建設リサイクル推進計画2014」における、施策の
実施事例（官民マッチングの実現事例）

３－１．建設副産物の高い再資源化率等の維持等
循環型社会形成へのさらなる貢献

４建設発生土の有効利用及び適正な取扱いの推進
○官民有効利用マッチングシステムの利用 （継続：本省）
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○個々の工事における建設副産物の発生抑制を徹底するため、事業の計画・設計段
階において建設副産物の発生抑制に資する対策を具体的に検討出来るよう、建設リ
サイクルガイドラインの改定を検討する。

リサイクル計画書に発生抑制の
具体的検討項目を追加

設 計設 計 積 算積 算 完 了完 了発 注発 注

○設計業務において受
託業者へリサイクル
計画書の作成を依頼

○リサイクル計画書の
精査・修正

○リサイクル阻害要因
説明書の作成

○再生資源利用（促進）計
画（実施）書の元請業者
による作成を工事特記仕
様書に明記

○建リ法12条に基づく元請
業者作成の分別解体計画
等の確認

○建リ法11条に基づく再生
資源利用(促進)計画書の都
道府県知事への通知

○元請業者からの再生
資源利用（促進）
実施書のチェック

※建リ法18条に基づ
く発注者報告を兼
ねる

建設リサイクルガイドラインとは、公共工事発注者としての責務を徹底するため、次の
３点についてとりまとめたもの。（国土交通省の直轄事業（受託工事含む）を対象）

①計画・設計段階におけるリサイクル計画の策定
②直轄事務所等において、リサイクルの徹底に向けた検討体制の強化
③リサイクル実施状況のとりまとめ

３－２．社会資本の維持管理更新時代到来への配慮

5社会情勢の変化を踏まえた排出抑制に向けた取組
○建設リサイクルガイドラインの改定 （新規：本省）
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○中期的に排出抑制、再資源化に資するため、現行のリサイクル原則化ルールにつ
いて、距離制限や搬出先となる再資源化施設の指定等の観点から改定を検討する。

ＣＯ塊
建
設
現
場 再生骨材等

ＡＳ塊

再生AS合材

再資源化施設
・再生ｺﾝｸﾘｰﾄの原材料として再利用
・再生ｺﾝｸﾘｰﾄの原材料として販売
・再生砕石等の再生材として販売
・再生AS合材の原材料として再利用
・再生AS合材の原材料として販売

建
設
現
場

ＣＯ塊

再生骨材等

ＡＳ塊

再生AS合材

再資源化施設
・再生ｺﾝｸﾘｰﾄの原材料として再利用
・再生ｺﾝｸﾘｰﾄの原材料として販売
・再生砕石等の再生材として販売

40ｋｍ以内

距離制限無し

〇〇ｋｍ以内

〇〇ｋｍ以内
および〇〇時間以内

改正の方向性（CO塊、ＡＳ塊）

40ｋｍ以内
および1.5時間以内

距離制限無し

距離制限無し 再資源化施設
・再生AS合材の原材料として再利用
・再生AS合材の原材料として販売

現行ルール（CO塊、ＡＳ塊）

３－２．社会資本の維持管理更新時代到来への配慮

5社会情勢の変化を踏まえた排出抑制に向けた取組
○リサイクル原則化ルールの改定 （新規：本省）
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○建設副産物情報交換システムの改善、再生資源利用計画書・実施所及びマニフェ
スト届出情報の活用により、データ入力者に過度な負担がかからないよう配慮しつ
つ、毎年の建設副産物物流のモニタリングを民間も含めた受発注者と連携して実施
する。

○また、公共工事の発注者の責任において、建設副産物にかかわる情報を入力・管
理し、その意識の向上を図る。

連携による業務効率化、省力化

目 的現 状

３－３．建設リサイクル分野における生産性向上に資する対応等

8建設副産物のモニタリングの強化
○建設副産物に係る情報交換システムと電子マニフェストの連携 （継続：本省）
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○建設発生土の発生元から最終の搬出先までの移動実態を把握することは、建設発
生土の不適切な取扱の抑制等にも資する可能性があるため、ＩＣＴ技術を活用し、
発生元から搬出先までを正確に把握するトレーサビリティシステムの導入等につい
て試行を行う。

ICカード

搬出工事

タッチ

搬入工事

タッチ

タッチ タッチストックヤード

○建設発生土トレーサビリティシステムイメージ

３－３．建設リサイクル分野における生産性向上に資する対応等

９建設発生土の適正処理促進のためのトレーサビリティシステム等の活用
○建設発生土のトレーサビリティシステム等の活用 （継続：本省）
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